
は
る
っ
こ
ル
ー
ム

　

親
子
連
れ
優
先
の
ス
ペ
ー
ス
で
す
。

親
子
で
遊
び
を
楽
し
み
ま
し
ょ
う
。

と
き　

月
〜
金
曜 

午
前
10
時
か
ら

と
こ
ろ　

児
童
セ
ン
タ
ー 

遊
戯
室

※
初
回
に
登
録
が
必
要
で
す
。

※ 

利
用
方
法
は
児
童
セ
ン
タ
ー
に
お

問
合
せ
く
だ
さ
い
。

　

言
葉
の
遅
れ
や
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
の
心
配
な
ど
、育
児
の
悩
み

を
臨
床
心
理
士
に
相
談
で
き
ま
す
。

と
き　

６
月
23
日（
金
）午
前
10
時
〜

正
午

と
こ
ろ　

児
童
セ
ン
タ
ー
内

相
談
員　
臨
床
心
理
士 

松
本 

敬
子 

氏

※
当
日
受
付

◉
魚
つ
り
を
し
て
遊
び
ま
し
ょ
う

と
き　

６
月
８
日（
木
）午
前
11
時
15

分と
こ
ろ　

児
童
セ
ン
タ
ー 

多
目
的

ホ
ー
ル

対
象　

就
園
前
の
子
ど
も
と
保
護
者

受
付
方
法　

６
月
１
日（
木
）午
前
10

時
か
ら
セ
ン
タ
ー
に
直
接
ま
た
は
電

話
に
て
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

※ 

駐
車
ス
ペ
ー
ス
に
は
限
り
が
あ
り

ま
す
の
で
、ご
協
力
を
お
願
い
し

ま
す
。

と
き　

６
月
17
日（
土
）午
前
11
時
〜

11
時
40
分

と
こ
ろ　

児
童
セ
ン
タ
ー 

図
書
室

定
員　

小
学
生 

先
着
4
名

受
付
開
始　
６
月
12
日（
月
）午
後
４
時

こ
こ
ま
で
の
問
合
せ
先

　

児
童
セ
ン
タ
ー

（
総
合
福
祉
セ
ン
タ
ー
３
階
）

　

☎（
４
４
１
）１
７
８
１

※ 

小
学
生
未
満
の
お
子
さ
ん
は
保
護

者
の
方
が
必
ず
付
き
添
っ
て
く
だ

さ
い
。

と
き　

６
月
14
日（
水
）午
前
10
時
〜

正
午

と
こ
ろ　

公
民
館 

２
階 

和
室

対
象　

就
園
前
の
子
ど
も
と
保
護
者

内
容　

読
み
聞
か
せ
、お
誕
生
日
会
、

親
子
遊
び
な
ど

※ 

申
し
込
み
不
要
・
時
間
内
出
入
り

自
由

※ 

子
育
て
ほ
っ
と
サ
ロ
ン
は
、子
育

て
支
援
団
体「
エ
ン
ジ
ェ
ル
ハ
ウ

ス
」が
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
で
企
画
・

運
営
し
、民
生
委
員
・
児
童
委
員

も
お
手
伝
い
し
て
い
ま
す
。

問
合
せ
先　

役
場 

子
育
て
支
援
課

　

内
線
１
４
１

　

子
育
て
親
子
の
交
流
を
行
う
場
、

小
学
生
の
帰
宅
後
の
遊
び
場
と
し
て

ご
利
用
く
だ
さ
い
。

利
用
時
間　

午
前
10
時
〜
午
後
６
時

※
正
午
〜
午
後
１
時
除
く

休
館
日　

土
日
、祝
日
お
よ
び
年
末

年
始

※ 

駐
車
場
が
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、徒

歩
ま
た
は
自
転
車
で
お
越
し
く
だ

さ
い
。

問
合
せ
先　

は
る
っ
子
ハ
ウ
ス

　

☎（
７
４
７
）１
０
６
７

と
き　

６
月
６
日（
火
）午
前
10
時
30

分
〜
11
時
30
分

対
象　

０
歳
〜
２
歳
の
親
子

講
師　

家
庭
文
庫
ど
ん
ぐ
り
小
屋　

久
原 

幸
子 

氏

と
こ
ろ　

総
合
福
祉
セ
ン
タ
ー 

介
護

教
室　

研
修
室

参
加
費　

無
料

定
員　

10
組

申
込
・
問
合
せ
先　

役
場 

子
育
て

支
援
課　

内
線
１
４
１

こ
ど
も
の
育
ち
何
で
も
相
談

な
か
よ
し
広
場

☆
プ
ラ
バ
ン
キ
ー
ホ
ル
ダ
ー
を
作
ろ
う
！

子
育
て
支
援
事
業

子
育
て
ほ
っ
と
サ
ロ
ン

子
ど
も
子
育
て
支
援
拠
点
施
設

は
る
っ
子
ハ
ウ
ス

「
子
育
て
支
援
講
座
」を
開
催
し
ま
す

子
育
て
の
中
に
わ
ら
べ
う
た
と
絵
本
！

子育て支援センター「はるっこ」事業
☆ 　  児童センター　小学生対象事業
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県
教
育
委
員
会
で
は
、来
年
度
に

小
・
中
・
義
務
教
育
学
校
、高
等
学

校
に
入
学
予
定
で
、障
害
が
あ
る
と

思
わ
れ
る
お
子
さ
ん
と
そ
の
保
護
者

を
対
象
に
、特
別
支
援
学
校
の
様
子

を
知
っ
て
い
た
だ
く
た
め
の
体
験
入

学
等
を
実
施
し
ま
す
。

◉
知
的
な
発
達
に
遅
れ
の
あ
る
お
子

さ
ん

・
見
学
会（
小
学
部
）

　

６
月
９
日（
金
）

・
体
験
入
学（
小
学
部
）

　

９
月
21
日（
木
）

　

予
備
日
９
月
28
日（
木
）

・
見
学
会（
中
学
部
）

　

６
月
８
日（
木
）

と
こ
ろ　

佐
織
特
別
支
援
学
校

　

☎
０
５
６
７（
３
７
）２
０
６
１

◉
手
足
の
不
自
由
な
お
子
さ
ん

・
見
学
会

　

６
月
６
日（
火
）

・
体
験
入
学

10
月
13
日（
金
）

と
こ
ろ　

一
宮
特
別
支
援
学
校

　

☎
０
５
８
６（
５
１
）２
２
２
１

◉
病
気
で
療
養
し
て
い
る
お
子
さ
ん

・
体
験
入
学

　

７
月
12
日（
水
）

10
月
24
日（
火
）

と
こ
ろ　

大
府
特
別
支
援
学
校

　

☎
０
５
６
２（
４
８
）５
３
１
１

◉
目
が
不
自
由
な
お
子
さ
ん

・
教
育
相
談
お
よ
び
体
験
入
学

　

随
時
実
施

・
オ
ー
プ
ン
ス
ク
ー
ル

　

８
月
22
日（
火
）

と
こ
ろ　

名
古
屋
盲
学
校

　

☎
０
５
２（
７
１
１
）０
０
０
９

◉
耳
の
不
自
由
な
お
子
さ
ん

・
説
明
会（
小
学
部
）

　

６
月
６
日（
火
）

・
説
明
会（
中
学
部
）

　

６
月
７
日（
水
）

と
こ
ろ　

一
宮
聾
学
校

　

☎
０
５
８
６（
４
５
）６
０
０
０

申
込
・
問
合
せ
先　

体
験
入
学
を
希

望
す
る
学
校
へ
直
接
お
問
合
せ
く
だ

さ
い
。

※
体
験
入
学
日
以
外
の
日
に
も
随
時

相
談
に
応
じ
て
い
ま
す
。

県
立
特
別
支
援
学
校
の

体
験
入
学
等

児童手当所得上限限度額超過者の方へ児童児児児童児児児童手童童童童童童童手当手手手手当手当所当当当当当所所得所所所所所所得上得得所得得得上得得上上上上限限限限限限限限度限限限限度限限限度額度度度額度度度額超額額額額額額超額超過超超超超超過超過者過過過過過者過者の過者者の者者者の方のののの方へ方方方へ方方方へへへへへへへへへ児童手当所得上限限度額超過者の方へ
現在、主たる生計中心者の所得上限限度額超過により児童手当等の支給が停止している方について

は、所得が上限限度額以下になった場合、改めて認定請求書の提出が必要となります。該当すると思わ
れる方は、認定申請の手続きをお願いします。
支給の有無の目安は下表をご確認ください。

持ち物　通帳またはキャッシュカード（主たる生計中心者名義、公金受取口座を利用希望の場合は不
要）、健康保険証またはその写し（主たる生計中心者分）、個人番号カードなどの個人番号確
認書類（主たる生計中心者および配偶者分）

申請期限　令和５年度市町村民税課税通知を受け取った日の翌日から１５日以内
申請・問合せ先　役場　子育て支援課　内線１６７

０人
１人
２人
３人
４人
５人

622
660
698
736
774
812

833.3
875.6
917.8
960   
1002   
1040   

858
896
934
972
1010
1048

1071
1124
1162
1200
1238
1276

住民税上の
扶養親族等の数

所得額
（万円）

収入額の目安
（万円）

児童手当等の所得制限

所得額
（万円）

収入額の目安
（万円）

所得制限限度額 所得上限限度額 ※令和４年１月～１２月分の
所得が対象となります。
※控除額等の詳細について
は、町ホームページをご確
認いただくか、令和５年度
市町村民税課税通知発送
後に子育て支援課窓口へ
お問合せください。届いた
通知および本人確認書類
をお持ちください。

この額以上の場合は月額5,000円（特例給付）
を支給（右記の支給なしの場合を除く） この額以上の場合は支給なし
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